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小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
た
ち
が
、
入
園
す

る
こ
と
で
生
活
時
間
の
多
く
を
過
ご
す
こ
と
に

な
る
場
所
、
保
育
園
と
幼
稚
園
。
広
大
な
真
庭

市
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
数
多
く
の
保
育

園
・
幼
稚
園
が
設
置
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
保
育
園
と
幼
稚
園
。
同
じ
よ
う
に

子
ど
も
た
ち
を
預
か
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
。

い
っ
た
い
何
が
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　

知
っ
て
い
る
人
に
は
常
識
。
で
も
、
知
ら
な

い
人
に
は
「
？
」
な
保
育
園
と
幼
稚
園
の
違
い
。

保
育
園
、
幼
稚
園
の
入
園
案
内
、
そ
し
て
、
市

内
に
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
る
落
合
幼
児
教
育

セ
ン
タ
ー
の
内
容
と
合
わ
せ
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
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育
園
は
厚
生
労
働
省 
管  
轄 
の
「
福
祉
施

か
ん 

か
つ

設
」。
こ
れ
に
対
し
て
、幼
稚
園
は
文
部

科
学
省
の
「
教
育
施
設
」
と
定
め
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
す
。
法
律
で
い
え
ば
、

保
育
園
は
「
児
童
福
祉
法
」
で
定
め
ら

れ
て
い
る
施
設
。
幼
稚
園
は
「
学
校
教

育
法
」
で
定
め
ら
れ
た
施
設
と
な
っ
て

い
ま
す
。
真
庭
市
に
あ
て
は
め
る
と
、

保
育
園
は
市
役
所
健
康
福
祉
部
の
子
育

て
健
康
推
進
課
の
管
轄
。
幼
稚
園
は
、

真
庭
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
の
管

轄
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

入
園
条
件
と
な
る
考
え
方
の
基
本
で

は
、
保
育
園
は
福
祉
施
設
で
す
か
ら
家

庭
な
ど
の
事
情
で
「
保
育
に
欠
け
る
状

態
の
子
ど
も
た
ち
が
入
園
可
能
」
と
い

う
の
が
基
本
。
幼
稚
園
は
、
教
育
施
設

で
す
か
ら
「
年
令
等
の
条
件
に
該
当
し

て
い
れ
ば
誰
で
も
入
園
で
き
る
」
と
い

う
の
が
基
本
で
す
。　

で
は 

保
育
内
容
に
違
い
は
あ
る
の

　

「
そ
う
す
る
と
保
育
内
容
に
違
い
は

あ
る
の
？
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
気
に
な

る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
は
一
概
に
は
言

え
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
保
育
園
で

も
幼
稚
園
で
も
、
園
に
よ
っ
て
保
育
内

入
園
年
齢
が
違
う

　

保
育
園
と
幼
稚
園
。
ま
ず
違
う
の
が

通
え
る
年
齢
が
違
い
ま
す
。
保
育
園
児

は
�
歳
児
か
ら
小
学
校
の
入
学
前
ま

で
。
こ
れ
に
対
し
て
幼
稚
園
は
�
歳
に

な
っ
た
春
か
ら
小
学
校
入
学
前
ま
で
で

す
。

　
保
育
時
間
が
違
う

　

保
育
園
は
通
常
午
前
�
時　

分
か
ら

��

午
前
�
時
ま
で
の
間
に
登
園
し
ま
す
。

そ
し
て
、
午
後
�
時
〜
午
後
�
時　

分
��

ま
で
の
間
に
「
お
迎
え
」
に
行
く
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
幼
稚
園
は
、
基
本
的
に
午
前

�
時
ご
ろ
登
園
し
、
午
後
�
時
ぐ
ら
い

に
降
園
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
市
内
幼
稚
園
（
北
房
・
落
合
・
久
世

地
区
の
）
で
は
、
保
育
時
間
な
ど
が
一

部
異
な
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
入
園
希

望
の
幼
稚
園
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
ぜ
違
い
が
あ
る
の
？

　

行
政
の
中
で
保
育
園
と
幼
稚
園
で

は
、
位
置
づ
け
が
違
う
か
ら
で
す
。
保

■落合白梅保育園　小出悦子 園長

　現在、落合白梅保育園の入園児は�歳から�歳までの��人で、�クラスに分かれてい

ます。�歳、�歳児では、主に養護を重視して保育に努め、�歳から上の園児では、養

護と教育を主体とした保育を行っています。生活時間では、�～�歳児では朝と昼、�

回のおやつ時間、�歳以上では午後�時、�回のみのおやつ時間となっています。落合

地区では、�歳児は保育園か幼稚園どちらにも入園資格がありますが、家庭の事情に合

わせて選択されています。
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容
の
か
た
ち
は
様
々
で
す
。
ま
し
て
、

広
い
真
庭
市
の
中
に
あ
る
の
は　

も
の

��

保
育
園
と
幼
稚
園
で
す
。

　

し
か
し
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と

が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
保

育
園
に
は
「
お
昼
寝
」
と
し
て
、
休
息

時
間
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
家
庭
の
環

境
＝
「
生
活
の
場
」
に
近
い
状
況
づ
く

り
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
に
比

較
し
て
み
る
と
、
幼
稚
園
で
は
、
短
い

時
間
を
幼
稚
園
で
過
ご
し
、
休
息
は
家

庭
で
行
い
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
が
基

本
に
な
っ
て
い
ま
す
。　

延
長
保
育
と
預
か
り
保
育

　

法
律
な
ど
で
定
め
ら
れ
た
保
育
園
、

幼
稚
園
の
保
育
時
間
は
今
ま
で
述
べ
て

き
た
と
お
り
で
す
が
、
真
庭
市
内
保
育

園
、
幼
稚
園
で
は
通
常
の
保
育
時
間
に

加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
延
長
保
育
と
預
か

り
保
育
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
時
間
は

保
育
園
の
延
長
保
育
が
午
後
�
時　

分
��

〜
午
後
�
時
ま
で
。
幼
稚
園
の
預
か
り

保
育
が
通
常
保
育
終
了
後
か
ら
午
後
�

時　

分
ま
で
で
す
。
入
園
案
内
で
ご
確

��
認
く
だ
さ
い
。

■落合中央幼稚園　徳山妙子 園長

　落合地区では、現在は、幼稚園は�歳だけの�年保育です。保育園は�歳まで、�歳

からは幼稚園というのがこれまでは通例でした。夫婦共働きなどの事情もあり、昨年か

ら落合地区の幼稚園でも預かり保育を実施しています。幼稚園では遊びの充実を図り、

生きる力の基礎を培うことを基本としています。落合白梅保育園の園児とは、月�回程

度の交流を持ち、外国語指導助手の英語授業も一緒に受けています。指導方針などでは

教員の交流も深めています。

保育所幼稚園正式名称

厚生労働省（児童福祉法）文部科学省（学校教育法）
所管と
法律

日々保護者の委託を受けて、保
育に欠けるその乳児または幼
児を保育すること

幼児を保育し、適当な環境を与
えてその心身の発達を助長す
ること

目　的

地方公共団体、社会福祉法人など国、地方公共団体、学校法人など設置者

保育所保育指針（通知）→指針
幼稚園教育要領
→法律→義務

教育保
育内容
の基準

�時間（原則）�時間（標準）保育時間

規定無し��週以上
年間の
保育日数

�学級あたり乳幼児数
（学級編成基準はなし）
�保育士あたり保育人数で定
められている

�学級あたり��人以下
（設置基準）

学級当
たりの
児童数

認可保育園は給食を実施しな
ければならない

園の任意給　食

保護者の課税状況に応じて市
町村長が決定

各幼稚園の設置者が決定保育料

保育士資格幼稚園教諭普通免許状教員資格

園設置の最低基準を満たす必
要がある

設置基準を満たした施設のみ
幼稚園名称使用が可能

認　可

保育園と幼稚園の違い（主なものを抜粋）

ど
こ
が
違
う
の 
保
育
園
と
幼
稚
園

�落合白梅保育園
　落合垂水�����
　TEL ������������

�落合中央幼稚園
　落合垂水�����
　TEL ������������
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落
合
白
梅
保
育
園
・
落
合
中
央
幼
稚
園
の
複
合
施
設

　

真
庭
市
は
、
こ
の
�
月　

日
、
落
合
垂
水
地
区
内
で
落
合

��

幼
児
教
育
セ
ン
タ
ー
の
建
設
に
着
手
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

児
童
福
祉
法
に
定
め
ら
れ
る
保
育
所
施
設
と
、
学
校
教
育
法

に
定
め
ら
れ
る
幼
稚
園
施
設
、
児
童
福
祉
と
教
育
の
施
設
が

ひ
と
つ
屋
根
の
下
に
同
居
す
る
総
合
的
な
保
育
施
設
で
す
。

施
設
建
設
を
可
能
に
し
た
法
改
正

■
認
定
子
ど
も
園

　

こ
の　

月
、「
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

��

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
法
律
で
①
親
の
就
労
の
有
り
無
し
に
関
わ
ら
ず

施
設
利
用
が
可
能
②
適
切
な
規
模
の
子
ど
も
集
団
を
保
ち
子

ど
も
の
育
ち
の
場
を
確
保
③
育
児
不
安
の
大
き
い
専
業
主
婦

家
庭
へ
の
支
援
を
含
め
地
域
子
育
て
支
援
を
充
実
す
る
「
認

定
子
ど
も
園
」
の
設
置
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　
■
構
造
改
革
特
区
の
全
国
展
開

　

平
成　

年
�
月
、
そ
れ
ま
で
「
幼
稚
園
と
保
育
所
の
施
設

��

の
共
用
化
事
業
」
を
行
う
と
し
て
、
申
請
さ
れ
て
い
た
構
造

改
革
特
区
事
業
が
、
構
造
改
革
特
区
だ
け
の
も
の
で
な
く
全

国
へ
と
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
な
か
で
、

一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
は
、
幼
稚
園
児
と
保
育
園
児
を

合
同
で
教
育
・
保
育
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
、

幼 
保 
一 
元
化
と
い
う 
流
れ 

落合幼児教育センター

総面積は、約����平方㍍。

落合白梅保育園と落合中央幼稚園がひとつ屋根の下に同居します。入園申込

みは保育園は保育園部、幼稚園は幼稚園部として受け付けますが、�歳以上

の幼稚園児、保育園児の�：��～��：��については合同（混合）で教育、保育

することが予定されています。また、幼児教育センターが、地域の子育て活

動支援の場として活用されることを、真庭市は期待しています。
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ど
こ
が
違
う
の 
保
育
園
と
幼
稚
園

保
育
室
の
共
用
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。　
　

落
合
幼
児
教
育
セ
ン
タ
ー

　

真
庭
市
で
は
、
落
合
幼
児
教
育
セ
ン
タ
ー
を
、
こ
の
二
つ

の
制
度
の
ど
ち
ら
で
認
可
を
受
け
れ
ば
メ
リ
ッ
ト
が
生
ま
れ

て
く
る
か
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
の
制
度

で
認
可
を
受
け
る
に
し
て
も
、
真
庭
市
の
保
育
園
、
幼
稚
園

運
営
で
、
い
く
つ
か
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
が

あ
り
ま
す
。

　

市
役
所
健
康
福
祉
部
子
育
て
健
康
推
進
課
と
、
真
庭
市
教

育
委
員
会
学
校
教
育
課
で
は
、
連
携
を
と
り
な
が
ら
、
来
年

度
の
入
園
希
望
者
か
ら
受
け
入
れ
を
始
め
る
落
合
幼
児
教
育

セ
ン
タ
ー
開
所
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

  　

月
�
日
に
安
全
祈
願
祭
が
行
わ
れ
た
建
設
現
場
の
様
子（　

月　

日
撮
影
）

��

��

��

　　　民皆様のご支援により、新

　　　しい形の保育（就学前教育）

施設「落合幼児教育センター」が

来春開設いたします。保育園・幼

稚園・子育て支援のそれぞれの機

能を果たせる共用施設です。

　少子化、核家族化、情報化や男

女共同参画社会など幼児を取り巻

く社会環境が変化する中で、時代

に即した保育ができる施設、保護

者の保育ニーズに応えられる施

設、地域の保育センターとしての

役割の果たせられる施設です。

　また、幼児は広々とした近代的

な環境でのびのびと活動する中

で、0歳児から5歳児までの異年齢

交流や、保育園児と幼稚園児の合

同保育が受けられます。日々の生

活を通して豊かな感性や心を養

い、知識や社会性を身につけなが

ら、個性を伸ばし心身ともに健や

かに成長してくれることを期待し

ています。

　落合幼児教育センターの特色

は、まず両園児が施設を共用して

理解しあい温かい人間関係を育て

ること、次に両園の�・�歳児に

合同での幼稚園教育を実施し小学

校への円滑な就学を図ること、更

に家庭の希望で入園の選択をして

いただくことなどです。

　現在真庭市の保育の実態は地域

によって異なります。保育は、人

格形成の基礎づくりに最も重要で

す。現行の長所を生かし教育効果

の高い保育の体制整備を推進した

いと思います。

　　　併して誕生した真庭市では、

　　　保育や施設の実態は、それ

ぞれの旧町村が進めてきた方針に

よって、異なりがあります。

　しかし、子どもたちの就学前時

期は地域に係わらず人間形成の基

礎を養う期間として、非常に大切

な時期です。

　来春からの入園者を募集する落

合幼児教育センターでは、保育園、

幼稚園の子どもたちが同じ生活空

間の中で過ごすことになります。

保育園の良いところ、幼稚園の良

いところを活かす保育が重要にな

ります。また、少子化を迎えた地

域社会で考えられる将来の保育

園、幼稚園施設運営、保幼一元化

のモデルケースとしてだけでな

く、家庭や地域での子育てを応援

する場を提供する施設としての利

用も考えています。10月の法改正

では、幼稚園と保育園の機能を一

元化する「認定子ども園」も可能

になりました。落合幼児教育セン

ターではこうした制度の利用も考

え、子どもたちの保育環境づくり

を目指しています。

　保幼一元化という流れの中で

は、現在、保育園の所管は市健康

福祉部、幼稚園は教育委員会とな

っていますが、将来的には保育だ

けでなく子育て全般の支援担当窓

口係を設けて、家庭や地域での子

育ての重要性、より良い幼児保育

を行うための環境整備が必要にな

る時期が来るのではないかと思っ

ています。

●インタビュー　幼保一元化の流れの中で

真庭市教育委員会

教育長　大倉　貢
真庭市役所健康福祉部

部長　築澤 敏夫

市 合
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休
園
日
を
除
く
月
〜
土
曜
日
の
午
後
�
時　
��

分
〜
午
後
�
時
ま
で

■
延
長
保
育
料　

�
日
�
�
�
円

■
申
込
先
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
先

　

各
保
育
園
、
健
康
福
祉
部
子
育
て
健
康
推
進

課
（
落
合
庁
舎　

℡
�
�
�
�（　

）�
�
�

��

�
）、
お
よ
び
各
支
局
の
市
民
福
祉
課
窓
口

　

※
入
園
申
込
書
は
、
各
保
育
園
、
子
育
て
健

　

康
推
進
課
（
落
合
庁
舎
）・
各
支
局
の
市
民

　

福
祉
課
窓
口
へ
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

※
各
保
育
園
の
連
絡
先
は
Ｐ
�
〜
�
で
ご
確

　

認
く
だ
さ
い
。

■
申
込
み
の
際
の
必
要
提
出
書
類

　

・
保
育
園
入
所
申
込
書

　

・
在
職
、
内
職
証
明
書

　

・　

年
分
の
源
泉
徴
収
票

��

　

（
�
月
末
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
）

　

ま
た
は
確
定
申
告
書
の
写
し

■
申
込
期
間

　

平
成　

年　

月
�
日（
水
）〜　

月　

日（
木
）

��

��

��

��

延
長
保
育

　

各
保
育
園
で
は
、
通
常
保
育
時
間
終
了
後
延

長
保
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
対
象
者　

市
内
保
育
園
に
在
園
の
園
児

■
延
長
保
育
時
間

通
常
保
育

■
保
育
対
象
年
齢

◎
市
立
保
育
園

　

▽
平
成　

年
�
月
�
日
現
在
で
満
�
歳
か
ら

��

　
　

就
学
前
ま
で　

　

※
二
川
へ
き
地
保
育
所
は
平
成　

年
�
月
�

��

　

日
現
在
で
満
�
歳
か
ら
就
学
前
ま
で
）

◎
私
立
保
育
園

　

▽
平
成　

年
�
月
�
日
現
在
で
生
後
�
ヶ
月

��

　

か
ら
就
学
前
ま
で

■
休
園
日　

日
曜
日
、
祝
祭
日
、
年
末
年
始

■
保
育
料　

子
供
の
年
齢
や
所
得
税
、
住
民
税

額
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

■
対
象
者

　

市
内
幼
稚
園
に
在
園
し
て
い
る
園
児

■
預
か
り
保
育
時
間

　

通
常
保
育
終
了
後
〜
午
後
�
時　

分
ま
で

��

　

預
か
り
保
育
料　

月
額
�
、�
�
�
円

■
申
込
先
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
先

　

各
幼
稚
園
、
真
庭
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育

課
（
落
合
庁
舎　

℡
�
�
�
�（　

）�
�
�

��

�
）
及
び
各
幼
稚
園

　

※
入
園
申
込
書
は
、
各
幼
稚
園
、
学
校
教
育

　

課
（
落
合
庁
舎
）・
各
支
局
の
市
民
福
祉
課

　

窓
口
へ
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

※
各
幼
稚
園
の
連
絡
先
は
Ｐ
�
〜
�
で
ご
確

　

認
く
だ
さ
い
。

■
保
育
料　

　

年
額
�
�
、�
�
�
円（
毎
月
�
、�
�
�
円

を
集
金
し
ま
す
。）

■
申
込
み
に
必
要
な
書
類

　

各
幼
稚
園
、
教
育
委
員
会
、
各
支
局
窓
口
に

用
意
し
て
あ
る
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
入
園
を
希
望
す
る
幼
稚
園
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
間　

　

平
成　

年　

月
�
日（
水
）〜　

月　

日（
木
）

��

��

��

��

預
か
り
保
育

　

各
幼
稚
園
で
は
、
通
常
保
育
時
間
終
了
後
に

預
か
り
保
育
を
し
て
い
ま
す
。

通
常
保
育

■
対
象
者

　

市
内
に
住
所
が
あ
る
幼
児
は
希
望
す
る
幼
稚

園
に
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
保
育
対
象
年
齢

◎
北
房
、
久
世
地
区
の
幼
稚
園

　

▽
平
成　

年
�
月
�
日
〜
平
成　

年
�
月
�

��

��

　

日
生
ま
れ

◎
落
合
地
区
の
幼
稚
園

　

▽
平
成　

年
�
月
�
日
〜
平
成　

年
�
月
�

��

��

　

日
生
ま
れ

■
休
園
日

　

土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
祭
日
の
他
、
幼
稚
園

園
則
で
定
め
る
夏
季
休
業
等

幼稚園児を募募集集ししまますす
真庭市内の各保育園と幼稚園では、平成��年度の入園申し込みを受け付けます 。
入園を希望する保護者は申込書を受付期間内に提出してください。

幼稚園 保育園

健康福祉部子育て健康推進課・教育委員会学校教育課・各幼稚園・各保育園からのご案内



　

健
康
福
祉
部
子
育
て
健
康
推
進
課　

（
落
合

庁
舎
内
）
℡
�
�
�
�（　

）�
�
�
�
、
お

��

よ
び
各
支
局
市
民
福
祉
課
及
び
各
保
育
園

◎
幼
稚
園
部
に
関
す
る
こ
と

　

真
庭
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
（
落
合
庁

舎
内
）　

℡
�
�
�
�
（　

）
�
�
�
�
お
よ

��

び
各
幼
稚
園

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
保
育
園
部　

午
前
�
時　

分
〜
午
後
�
時　

��

��

分
ま
で
（
月
〜
土
）

　

・
�
歳
未
満
▽
完
全
給
食

　

・
�
歳
以
上
▽
お
か
ず
の
み
の
給
食

　

※
午
前
中
は
幼
稚
園
児
と
合
同
保
育

■
延
長
保
育

　

午
後
�
時　

分
〜
午
後
�
時
ま
で

��

■
申
し
込
み
期
間

　

平
成　

年　

月
�
日（
水
）〜　

月　

日（
木
）

��

��

��

��

■
申
し
込
み
の
際
の
必
要
提
出
書
類

◎
幼
稚
園
部　

幼
稚
園
と
同
じ

◎
保
育
園
部　

保
育
園
と
同
じ

■
申
込
先
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
先

◎
保
育
園
部
に
関
す
る
こ
と

■
対
象
者

◎
幼
稚
園
部　

平
成　

年
�
月
�
日
〜
平
成　

��

��

年
�
月
�
日
生
ま
れ

◎
保
育
園
部　

平
成　

年
�
月
�
日
現
在
で
生

��

後
�
ヶ
月
か
ら
就
学
前
ま
で

■
休
園
日

◎
幼
稚
園
部　

土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
祭
日
の

他
、
幼
稚
園
園
則
で
定
め
る
夏
季
休
業
日
な

ど
。

◎
保
育
園
部　

日
曜
日
、
祝
祭
日
、
年
末
年
始

■
保
育
時
間
な
ど

◎
幼
稚
園
部　

午
前
�
時
〜
午
後
�
時
ま
で

（
月
〜
金
）
お
か
ず
の
み
の
給
食

※
預
か
り
保
育
は
実
施
し
ま
せ
ん
の
で
、
長
時

間
保
育
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
保
育
園
部

入
園
を
希
望
す
る
保
護
者
は
落
合
幼
児
教
育
セ
ン
タ
ー
入
園
説
明
会
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ど
こ
が
違
う
の 
保
育
園
と
幼
稚
園

保保保保保保保保
護護護護護護護護
者者者者者者者者
のののののののの
皆皆皆皆皆皆皆皆
ささささささささ
んんんんんんんん
へへへへへへへへ

保
護
者
の
皆
さ
ん
へ

申申申申
込込込込
書書書書
受受受受
付付付付
期期期期
間間間間
はははは

申
込
書
受
付
期
間
は

　

月月月月
１１１１
日日日日
〜〜〜〜

月
１
日
〜　

月月月月月　

日日日日日
ままままままままま
ででででででででで 
でででで
すすすす
で
す

１１１１１１１１１１

１１１１１１１１１１

３３３３００００３０

保保育育園園児児
幼幼稚稚園園児児をを募集します
落合幼児教育センター

�� MANIWA

■落合幼児教育センター

　入園説明会

（落合中央幼稚園・落合白

梅保育園）

日時： ��月��日（金）

　　 午後�時��分～

会場：落合公民館大会議室

※入園希望の保護者はお

越しください



『観光回廊真庭』・『真庭市高度情報通信網構築と活用』

MANIWA ��

は
、
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
使
わ
れ
る

の
ぼ
り
や
配
布
物
な
ど
に
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
対
応

す
る
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
な
ど
の
情
報
環

境
を
総
称
す
る
「
真
庭
ひ
か
り
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
は
、
今

後
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
加
入
し
て
い
た

だ
く
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
配
布
資

料
な
ど
に
、
ど
ち
ら
も
市
民
の
皆
さ
ん

を
含
め
た
、
よ
り
多
く
の
皆
さ
ん
に
親

し
み
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
使
用

し
て
い
き
ま
す
。
事
業
へ
の
ご
理
解
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

真
庭
市
に
は
総
合
計
画
に
挙
げ
、
重

点
的
に
と
り
組
ん
で
い
る
五
つ
の
重
要

施
策
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
二
つ

が
、『
観
光
回
廊
真
庭
の
振
興
』
と
、

『
真
庭
市
高
度
情
報
通
信
網（
愛
称　

真

庭
ひ
か
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
の
構
築
と

活
用
』
で
す
。

　

こ
の
二
つ
の
事
業
に
つ
い
て
、
今
後

効
果
的
に
事
業
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く

た
め
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
が
そ
れ
ぞ
れ

定
ま
り
ま
し
た
。

　

観
光
人
口
�
�
�
万
人
を
目
指
す

「
観
光
回
廊
真
庭
」の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク

市の重要施 策

シンボルマークシ ン ボ ル マー ク で ア ピ ー ル しま す

（図案解説）
真庭高度情報通信網の愛称『真庭ひかりネットワーク』

を図案化。暖かみのある赤色系を基調にして、『人をつ

なぐ環』、『ひかり』、真庭の『Ｍ』、デジタル信号の■（ドット）

で表現しています。下はシンボルマークに『真庭』と

『ネットワーク』のロゴを組見合わせた使用例。白黒基

調のマークと併せて使用します。

真庭ひかりネットワーク

のシンボルマークとロゴ

は、岡山県立大学の野宮

謙吾（のみやけんご）先生

が、無償で考案。真庭市か

ら感謝状と記念品を贈呈

させていただきました。

（図案解説）
『観光回廊真庭』

真庭市の緑の山 と々『Ｍ』を図案化。『観光回廊』

のロゴでは、『光』の文字に黄色のアクセントを加

えることで発見することの楽しみを表現。『回』の

文字に青い丸で源流のある地の清らかな水を。

『まにわ』を囲った桃色の円で、温泉と温かい人柄

を。『真』の文字に真庭で咲く四季の花々の花びら

を表現しています。全体的に観光らしく、明るく楽

しいイメージになるようカラフルに表現しています。



�� MANIWA

�
�����き 市政に関する動きの一部を紹介します

海の市山の市昨年を上回る延べ�万人
高知からカツオのタタキ、

下津井からタコ天、鳥取の

名産品。そして市内全域

の特産品と観光回廊まに

わのＰＲ。�月��日、蒜山

高原で開催した海の市山

の市に、昨年を上回る�

万人が集いました。

北と南で青少年育成講演
子どもたちの『心の声』

を聞くためにはどうすれ

ばよいのか。��月�日に

は中和小学校を会場に、

�日には落合公民館を会

場にして、市青少年育成

センター主催の講演会が

開催されました。

ワインづくりで縁づくり
��月�日、まにわ縁結び

推進委員会、縁結び応援

団、市が主催した縁結び

応援事業に市内外の独身

男女��人が参加。蒜山特

産の山ぶどうのワインづ

くりで親睦を深めまし

た。

落合幼児教育センター安全祈願
今月号巻頭でもお知らせ

している落合幼児教育セ

ンター。この施設建設着

手にあたり、��月�日に

安全祈願祭が建設地の落

合垂水地区で開催され、

市、地元などから関係者

約��人が出席しました。

全国合併市町村夢フェスタ出展
東京の日々谷公園で��月

��日～��日にかけて開催

された全国合併市町村夢

フェスタ����に真庭市が

参加。全国から集まった

���市町村とともに市内、

名産、特産品などをＰＲし

ました。

　真庭市では、現在、ラストワンマイル事

業推進にあたり、自治会単位で加入説明会

を開催しています。説明会は、市北部の蒜

山地域から開催しており、��月��日までに、

中和・八束・川上・美甘・湯原・富原（勝

山支局管内）の約���会場で終了しました。

併せて説明会では、全戸に加入意向調査を

行っており、蒜山地域（中和・八束・川上）

では、音声告知放送、市内無料通話電話

（ＩＰ電話）・真庭市テレビ（仮称）でいず

れも、約�割の加入意向を示していただい

ています。

　説明会は、今年末までに月田（勝山支局

管内）、北房地区で開催し、引き続き市内

残りの地区についても説明会を開催してい

きます。また、��月��日には蒜山地域へ正

式な加入申込書を発送しました。説明会終

了地区へ加入申込書をお届けします。よろ

しくお願いいたします。

　

工事も始まっています
　市では、光ファイバー網敷設工事の準備

を進めてきましたが、いよいよ現場での工

事に着手していきます。今年度の工事スケ

ジュールは以下のような予定で各地区で進

めます。よろしくお願いします。

ラス トワンマ イ ル事業

進行中 です



MANIWA ��

　

設
立
�
年
目
を
迎
え
た
『
真
庭
市
ス
ポ
ー
ツ
少

年
団
』。
現
在
、　

団
体
、
�
、�
�
�
人
の
団
員

��

が
加
入
し
て
い
ま
す
。

　

真
庭
市
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
で
は
、
団
員
た
ち
に

競
技
を
競
う
だ
け
で
な
く
、
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む

気
持
ち
を
養
う
と
と
も
に
交
流
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
、
今
年
か
ら　

月
の
第
�
日
曜
日
を
「
ス
ポ

��

ー
ツ
の
日
」
と
定
め
ま
し
た
。

　

今
年
初
め
て
の
ス
ポ
ー
ツ
の
日
の　

月
�
日
、

��

�
つ
の
種
目
を
採
り
入
れ
た
平
成　

年
度
真
庭
市

��

ス
ポ
ー
ツ
交
流
大
会
が
、
市
内
各
所
の
ス
ポ
ー
ツ

施
設
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
大
会
に
は
約

�
、
�
�
�
人
の
団
員
が
参
加
。
家
族
の
声
援
を

受
け
な
が
ら
ス
ポ
ー
ツ
に
打
ち
込
み
ま
し
た
。

水泳は「水夢（スイム）」で 野球は勝山運動公園野球場で サッカーは蒜山スポーツ公園
サッカー場で

ニュースポーツのスナッグゴルフは
北房英賀公園ミニゴルフ場で

バレーは勝山スポーツセンターで 剣道は落合体育館で

ソフトボールは落合総合運動公園
多目的グラウンドで

もちろん真剣勝負も行われました

水泳では競技の後、宝さがしやゲームで楽しみました。

�����������
真庭市スポーツ少年団の『 ス ポ ー ツ の 日 』

真庭市スポーツ少年団事務局　企画振興部生涯学習課内

親
し 
む
楽 
し
む
競
う 
交 
流
す
る



真庭消防本部　℡  ������������

�� MANIWA

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

健康福祉部  高齢者支援課  
（落合庁舎）
℡������������

お問い合わせは各担当部局へ

対
象
者

　

真
庭
市
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、
日
常
の
外

出
で
自
家
用
車
や
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
た

移
送
が
困
難
な
方
（
次
の
条
件
が
あ
り
ま
す
）。

　

（
例
）
車
イ
ス
な
ど
の
利
用
が
必
要
な
方

　

①
介
護
保
険
法
で
要
支
援
�
以
上
と
認
定
さ

れ
た
方

　

②
身
体
障
害
者
手
帳
�
級
ま
た
は
�
級
を
持

つ
方

移
送
可
能
な
範
囲

　

真
庭
市
内
、
高
梁
市
内
、
吉
備
中
央
町
内

利
用
方
法

�
登
録
と
利
用
券

　

利
用
を
希
望
す
る
方
は
、登
録
料
�
、�
�
�

円
／
年
を
収
め
た
上
で
、利
用
券
�
、�
�
�

円（　

枚
つ
づ
り
）を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

��

　

※
�
枚
�
�
�
円
の
利
用
券
で
移
送
で
き
る

時
間
は　

分
間
で
す
。

��

　

※
駐
車
料
金
や
高
速
料
金
な
ど
が
必
要
に
な

る
場
合
は
、実
費
利
用
者
負
担
が
必
要
で

す
。

�
利
用
限
度
回
数

　

原
則
と
し
て
、
同
一
の
方
が
利
用
す
る
場

　

合
は
月
�
回
ま
で
。
た
だ
し
、
特
別
な
理

　

由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り

　

ま
せ
ん
。

�
利
用
登
録
先
と
利
用
券
購
入
先

　

利
用
登
録
と
利
用
券
の
購
入
は
、
市
役
所
各

支
局
市
民
福
祉
課
ま
た
は
健
康
福
祉
部
高
齢

者
支
援
課
（
落
合
庁
舎
）
で
行
え
ま
す
。

�
登
録
後
の
利
用
申
込
先

　

登
録
後
に
利
用
を
申
し
込
む
先
は
真
庭
市
社

会
福
祉
協
議
会
各
支
所
に
な
り
ま
す
。

そ
の
他

　

こ
の
事
業
は
、
真
庭
市
が
道
路
運
送
法
に
基

づ
き
、
有
償
運
送
許
可
を
取
得
。
真
庭
市
社

会
福
祉
協
議
会
へ
委
託
し
、
車
両
を
運
行
、

実
施
す
る
も
の
で
す
。

　

真
庭
市
で
は
、
北
房
、
落
合
、
美
甘
支
局
管
内
で
行
わ
れ
て
い
る
、
介
護
が
必

要
に
な
っ
た
高
齢
者
や
障
害
を
持
つ
方
を
対
象
と
し
た
福
祉
移
送
サ
ー
ビ
ス
を

市
内
全
域
に
拡
大
し
ま
す
。
日
常
の
外
出
で
お
困
り
の
方
な
ど
、
利
用
を
希
望
す

る
方
は
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
方
、障
害
を
持
つ
方
の
外
出
を
支
援

�����������������
�住宅用火災警報器を取り付けましょう
�高齢の方や身体に障害のある方を火災から守りましょう
�暖房器具は必ず点検をして使いましょう
�警報器や消火器の悪質訪問販売に気をつけましょう

�� 月�日～�� 日 は全国秋 の 火 災 予 防運動

利
用
に
あ
た
っ
て
は
、

利
用
登
録
と
利
用
券
の

購
入
が
必
要
で
す
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お問い合わせは各担当部局へ

①
戸
籍
の
届
出
人
の
印
鑑

②
婚
姻
、
離
婚
、
養
子
縁
組
、
養
子
離
縁
届
の

場
合
は
、
届
出
人
（
本
人
）
の
確
認
が
で
き

る 
顔  
写  
真  
付  
き 
公
的
身
分
証
明
書
（
自
動
車

・ 
・ 
・ 
・ 
・

運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

③
届
出
書
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
添
付
書
類
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
窓
口
に
届
出
に
来
ら
れ
る
方
の
印
鑑

②
本
人
確
認
が
で
き
る
身
分
証
明
書
（
自
動
車

運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
）

③
同
一
世
帯
以
外
の
代
理
人
が
届
出
を
行
う
場

合
は
、
①
と
異
動
者
本
人
が
自
署
押
印
を
し

た
委
任
状
が
必
要
で
す
。

ア
・ 

本
人
が
来
庁
し
登
録
す
る
場
合

①
登
録
す
る
印
鑑

②
本
人
確
認
が
で
き
る
顔
写
真
付
き
の
公
的
身

分
証
明
書
（
自
動
車
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ

ー
ト
な
ど
）

※
②
が
な
い
場
合
は
、
本
人
確
認
の
た
め
に
郵

便
で
「
登
録
の
照
会
書
・
回
答
書
」
を
住
所

地
に
お
届
け
し
ま
す
。「
回
答
書
」
と
身
分
証

明
書
を
窓
口
に
お
持
ち
い
た
だ
い
て
か
ら
の

手
続
き
と
な
り
ま
す
の
で
、
登
録
ま
で
数
日

か
か
り
ま
す
。

※
保
証
書
に
よ
る
場
合

　
　

顔
写
真
付
き
公
的
身
分
証
明
書
に
代
え
、

既
に
印
鑑
登
録
を
済
ま
せ
て
い
る
方
が
、
自

署
、
登
録
印
で
「
登
録
す
る
方
が
本
人
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
保
証
書
」
に
よ
り
、
印

鑑
登
録
証
を
即
日
交
付
す
る
方
法
が
あ
り
ま

戸
籍
の
届
け
出

窓
口
で
必
要
に
な
る
も
の

印
鑑
の
登
録

住
民
異
動（
転
入
・
転
出
、転
居
な
ど
）

　近年、本人になりすました届出や、不

正な手段を使った申請で得た市区町村発

行の証明書が犯罪に使用される事件が発

生しています。このため、市役所では、

これらの犯罪から市民の皆さんを守るた

めにも、公的身分証明書などを提示して

いただき、確実に本人であるかどうかの

確認を行っています。

本人確認が必要な理由

本
人 
確 
認 
に

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
、
戸
籍
な
ど
の
届
出
や
申
請
に
訪
れ
る
市
役
所
市
民
課
（
久
世
庁
舎
）
窓
口
と

各
支
局
市
民
福
祉
課
窓
口
で
各
届
出
や
申
請
に
必
要
な
も
の
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ま
た
、
各
窓
口

で
は
、
申
請
や
届
出
に
本
人
で
あ
る
こ
と
が
証
明
で
き
る
公
的
身
分
証
明
書
な
ど
の
提
示
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

市
民
生
活
部
市
民
課（
久
世
庁
舎
内
）　

℡
�
�
�
���

�
�
�
�
�

��

各
支
局　

市
民
福
祉
課

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�


�
�
�
�
�

顔写真などが付いている自動車運転免許証などを、窓口で提示してい
ただくと手続きがスムーズになります
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す
。
手
続
き
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
、
窓
口

に
来
庁
さ
れ
る
前
に
、
市
民
窓
口
に
電
話
な

ど
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、
こ
の
場
合
も
本
人
確
認
が
で
き
る

身
分
証
明
書
が
必
要
で
す
。

イ
・ 

代
理
人
が
登
録
す
る
場
合

①
印
鑑
を
登
録
を
す
る
本
人
が
自
署
押
印
し
た

代
理
人
選
任
届
（
様
式
は
、
市
役
所
と
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
に
あ
り
ま
す
）。

②
登
録
す
る
印
鑑

③
印
鑑
登
録
を
す
る
人
の
身
分
証
明
書

④
代
理
人
の
印
鑑
と
身
分
証
明
書

※
代
理
人
が
登
録
す
る
場
合
は
、
登
録
を
行
う

本
人
宛
に
意
思
確
認
の
「
登
録
の
照
会
書
・

回
答
書
」
を
お
送
り
し
ま
す
。
登
録
す
る
方

が
自
署
押
印
を
し
た
「
回
答
書
」
と
③
と
④

を
お
持
ち
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
登
録
ま
で
数
日
か
か
り
ま
す
。

　

「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
は
、
真
庭
市
に
住

所
の
あ
る
方
が
、
誰
で
も
持
つ
こ
と
が
で
き
る

「
顔
写
真
付
き
公
的
身
分
証
明
書
」
で
す
。

①
印
鑑

②
写
真
付
き
を
申
請
の
場
合
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト

用
の
写
真

③
本
人
確
認
が
で
き
る
顔
写
真
付
き
公
的
身
分

証
明
書

※
③
が
な
い
場
合
は
、
本
人
確
認
の
た
め
郵
便

で「
照
会
書
・
回
答
書
」を
住
所
地
に
お
送
り

し
ま
す
。「
回
答
書
」
と
身
分
証
明
書
を
お
持

ち
い
た
だ
い
て
か
ら
交
付
と
な
り
ま
す
の

で
、
カ
ー
ド
交
付
ま
で
数
日
か
か
り
ま
す
。

※
久
世
庁
舎
・
市
民
課
で
は
即
日
交
付
が
で
き

ま
す
。
支
局
で
は
即
日
交
付
は
で
き
ま
せ

ん
。

④
交
付
手
数
料　

�
�
�
円

①
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
印
鑑
、
本
人
確
認
が

で
き
る
身
分
証
明
書

②
代
理
人
の
場
合
は
、
①
と
委
任
す
る
人
が
自

署
押
印
を
し
た
委
任
状

③
第
三
者
の
場
合
は
、
①
と
証
明
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
明
ら
か
な
資
料

④
印
鑑
証
明
書
を
申
請
す
る
場
合
は
、
①
と
印

鑑
登
録
証

�
交
付
手
数
料

① 
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
印
鑑
、
本
人
確
認
が

で
き
る
身
分
証
明
書

②
社
会
保
険
等
の
喪
失
日
が
確
認
で
き
る
も
の

（
離
職
票
、
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
資
格

等
喪
失
連
絡
票
な
ど
）、
年
金
手
帳

③
各
種
医
療
受
給
者
証

①
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
印
鑑
、
本
人
確
認
が

で
き
る
身
分
証
明
書

②
社
会
保
険
等
の
加
入
日
が
確
認
で
き
る
も
の

（
社
会
保
険
等
の
保
険
証
）

③
喪
失
さ
れ
る
方
の
国
民
健
康
保
険
証
、年
金
手
帳

④
各
種
医
療
受
給
者
証

取
得
・
喪
失
・
加
入
保
険
の
変
更
な
ど
で
す
。

①
申
請
者
の
印
鑑

②
加
入
さ
れ
て
い
る
健
康
保
険
証

③
各
種
医
療
受
給
者
証

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

各
種
証
明（
住
民
票
・
戸
籍
・
税
・
印
鑑
）

国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
の
加
入

国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
の
喪
失

老
人
保
健
医
療
受
給
者
の
異
動

昨年の成人式　お笑いライブを楽しみました

開催日時

　平成��年�月�日（日）

　受付　午前��時��分～

　式典開始　午後��時��分～

今年の対象者

　昭和��年�月�日～昭和��年�月�

日までに生まれた方で、市内に住民

票がある方、または、旧住所が市内

にあり、参加を希望する方。

案内状の送付と参加受付

　��月�日現在で、市内に住所がある

方に送付。市外に転出し参加を希望

する方は、生涯学習課で行う受付に

連絡が入った方に対して案内状をお

届けします。案内状は、往復ハガキ

となっていますので、参加を希望す

る方は必要事項を必ず記入の上、生

涯学習課まで返送してください。

　真庭市成人式は、平成��年�月�日

（日）に、勝山文化センターで開催し

ます。��月中旬には、真庭市内に住所

をおく対象者の皆さんに向けて案内状

をお送りします。　また、市外へ転出

（旧住所が市内にあった）している方で

も、参加可能です。希望する方は、生

涯学習課までご連絡ください。

�������
����������	

企画観光部  生涯涯学習課
（勝山文化センター内）  
℡ ������������
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　市では、まにわ縁結び推進委員の皆さん、応援イベントを実施する事業主の皆さん「まにわ縁結び応援

団」に続き、情報交換を活発化し、縁結びをさらに強力に進める「まにわ縁結びサポーター」に以下の皆

さんをお願いしました。結婚（縁結び）についてお気軽にご相談ください。

縁 結 び��������
まにわ縁結びサポーターの皆さんです
企画観光部 杜市づくり推進課（勝山庁舎内）  ℡ ������������

真庭人権擁護委員協議会  法務局真庭支局  ℡ ������������

����������������

　

真
庭
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
で
は
、
市
役

所
各
支
局
ご
と
に
「
心
配
ご
と
相
談
所
」
を

開
設
し
て
い
ま
す
。
悩
み
ご
と
や
心
配
ご
と

な
ど
、
人
権
擁
護
委
員
の
皆
さ
ん
が
何
で
も

相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
者
の
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

��月開催日��月開催日会場と相談時間

��、�����、���午前�時～正午勝山保健福祉センター

��、�����日�午前�時～正午久世保健福祉会館

��、�����、���午前��時～午後�時落合中央公民館

������午前��時～午後�時市役所北房支局

��、�����、���午前��時～午後�時湯原保健福祉センター

���

お休み

午後�時～午後�時市役所美甘支局

��午前�時～正午中和すずのこハウス

��午前��時～午後�時八束老人福祉センター

��午前��時～午前��時��分川上老人福祉センター

電話番号住所お名前

������������	��������	武村登志子

������������	��������	
大石　高光

�����������		��������	
�西村　朝子

������������	�������山口　仁士

����������������������	�
岡本　宗慈

������������	��������		
�若田　忠重

���������		����������		
�谷口　久子

����������	
����������福島　宏美

�����������	����������牧　　昭子

���������	�����������	
�中島　清子

���������	������������福山恵美子

����������	�
��������	後安　茂男

���������	�
����������大前　　昇

�����������	����������	牧　　通男

����������	�����������	入江　邦彦

�����������	
��������家元　　栄

����������������������中芝　純男

���������������������西田　　勉

�����������		��������豊岡真佐枝

���������������������	
野崎　朋恵

※氏名・連絡先はサポーター皆さんの了承を得て掲載させていただいています。

まにわ縁結びサポーター（順不同・敬称略）

電話番号住所お名前

������������	��������	
�金光眞佐男

�����������	
���������神谷　昌明

������������	���������谷口美代子

�����������	���������	金佐　秀男

����������������������伊井　玉江

�����������		��������佐藤美代子

�����������	���������清水　節子

�����������	����������美甘　真里

�����������	���������	
��石井　直子

���������������������	
��石坂　千晶

���������������������	�美甘　桂子

���������������������	
	��隅田八重子

������������	��������	
�志賀　和枝

�����������		��������	
��	芦立　和子

�����������	
���������	�
���長谷川秀子

赤い糸探し 応援します
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お問い合わせは各担当部局へ

内
容
物

　

①
白
餅
、
豆
餅
②
そ
ば
③
あ
た
ご
梨
④
え

の
き
茸
と
し
め
じ
の
セ
ッ
ト
⑤
山
の
芋
⑥

も
ち
花
⑦
番
茶

申
込
締
切

　

平
成　

年　

月　

日（
木
）

��

��

��

※
来
年
度
は
、
年
�
回
発
送
（
会
費
�
�
、

�
�
�
円
）
の
予
定
で
募
集
し
ま
す
。

申
し
込
み
方
法
（
会
費
）
と
発
送

　

会
費
�
、�
�
�
円
（
今
年
度
）
の
会
員
制
と

し
て
募
集
し
ま
す
。
市
役
所
農
業
振
興
課
お

よ
び
各
支
局
に
用
意
し
て
あ
る
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
ご
覧
の
上
、
申
込
用
紙
（
郵
便
振
替
用

紙
）
を
利
用
し
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

今
年
度
は
�
回
の
発
送
。
平
成　

年　

月　

��

��

��

日
に
発
送
予
定
で
す
。

　

南
北
に
長
く
、
異
な
る
気
候
風
土
を
持
ち
合

わ
せ
た
真
庭
市
に
は
、
地
域
ご
と
の
特
産
品
が

い
っ
ぱ
い
で
す
。

　

こ
の
ふ
る
さ
と
真
庭
の
地
で
育
ま
れ
た
季
節

の
特
産
品
を
詰
め
た
小
包
便
＝
『
も
り
も
り
真

庭
ふ
る
さ
と
便
』
を
お
届
け
し
ま
す
。
ふ
る
さ

と
を
離
れ
た
ご
家
族
、
親
戚
、
知
人
へ
の
贈
答

品
な
ど
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国民
年金

　��月から受給者の現況確認は、住民基本台帳ネッ

トワークを利用して行うことになりました。この利

用で、��月生まれの方から現況届けが原則不要にな

ります。

　ただし、以下の方は以降も現況届の提出が必要で

すのでご注意ください。

①社会保険庁で保有している本人基本情報と住民基

本台帳ネットワークシステムの情報が相違し、住

民票コードを確認できない方

②外国籍の方

③外国に居住している方

　国民年金の保険料は、税の申告をするとき、納め

た全額が社会保険料控除の対象になります。年末調

整や確定申告を行う際に、保険料を支払ったことを

証明する書類の添付などが義務づけられています。

国民年金保険料を納付された方には「社会保険料（国

民年金保険料）控除証明書」が社会保険庁から送付

されますので大切に保管してください。

�問い合わせ先

　控除証明書専用ダイヤル　℡ ������������

�期間　平成��年��月�日～平成��年�月��日　平

　日午前�時～午後�時まで

��月生まれの方から原則不要になります
　       ― ― 国民年金受給者現況届 ― ―

津山社会保険事務所  
℡ ������������

  年末調整・確定申告まで大切に保管を
 ― ― 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書 ― ―

送付時期

��月上旬
平成��年�月�日から��月�
日までに納付された方

平成��年�月上旬
��月�日から��月��日までに
今年はじめて納付された方

��
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
��
�
�
�
�

も
り
も
り
真
庭
ふ
る
さ
と
便
の
会
事
務
局

産
業
部  
農
業
振
興
課（
久
世
庁
舎
内
）　

℡
�
�
�
���

��
�
�
�

��

写真は今年度の見本で、実物とは異なります

 ふるさ
と真庭

市

 の特産
品を

 お届け
します
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変
更
に
な
っ
た
点

●
障
害
サ
ー
ビ
ス
が「
①
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」

と
「
②
地
域
生
活
支
援
事
業
」
に
分
か
れ
ま
し

た
（
図
ー
�
参
照
）。

①
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
さ
ら
に
二
つ
に
分

か
れ
ま
す
。

・
介
護
給
付
＝
食
事
や
入
浴
な
ど
日
常
生
活
で

介
護
を
受
け
る
場
合
の
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

・
訓
練
等
給
付
＝　

自
立
し
た
日
常
生
活
を
お

く
る
た
め
の
訓
練
や
、
仕
事
に
就
く
た
め
に
必

要
な
知
識
、
能
力
を
向
上
さ
せ
る
訓
練
な
ど
を

受
け
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

※
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
介
護
保
険
と
同

　

今
年
�
月
�
日
に
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
法
律
の
施
行
に
基
づ
き　

月
��

�
日
か
ら
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
い
て
障
害
の
あ
る
方
が
受
け
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
が
変
更
と
な
っ

て
い
ま
す
。障
害
者
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
中
の
方
、こ
れ
か
ら
受
け
ら
れ
る
予
定
の
方
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
き健

康
福
祉
部
福
祉
課
）　

℡
�
�
�
���

��
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
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じ
よ
う
に
、
支
給
決
定
す
る
ま
で
の
各
段
階

で
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
方
の
心
身
の
状

態
や
介
護
者
な
ど
の
状
況
を
調
査
し
ま
す
。

そ
の
後
に
サ
ー
ビ
ス
の
支
給
を
決
定
し
ま
す

（
支
給
決
定
ま
で
の
流
れ
は
図
―
�
）。

②
地
域
生
活
支
援
事
業

　

真
庭
市
が
独
自
に
実
施
す
る
事
業
と
し
て
、

利
用
者
の
意
思
や
、
生
活
状
況
な
ど
に
応
じ

て
支
援
を
行
い
ま
す
。
利
用
者
の
負
担
す
る

額
は
原
則
�
割
で
す
が
、
受
け
る
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
種
類
に
応
じ
て
異
な
り
ま
す

　

（
表
―
�
）

●
補
装
具
費
の
支
給
負
担
の
変
更

　

利
用
者
負
担
と
支
給
項
目
が
変
更
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
は
、
所
得
税
額
な
ど
で
、
利

用
者
負
担
額
が
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
補

装
具
の
購
入
、
修
理
に
か
か
る
費
用
の
�
割

負
担
と
な
り
ま
す
。
負
担
額
が
増
え
す
ぎ
な

い
よ
う
に
収
入
に
応
じ
た
上
限
額
（
月
額
）

が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

※　

月
か
ら
ス
ト
マ
用
装
具
（
ぼ
う
こ

��う
、
直
腸
機
能
障
害
用
の
補
装
具
）

や
紙
お
む
つ
な
ど
が
日
常
生
活
用
具

の
給
付
に
変
わ
り
ま
す
。
利
用
者
負

担
額
は
補
装
具
費
と
同
じ
で
す
。

　
※
詳
し
く
は
健
康
福
祉
部
福
祉
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

�
�
�
�（　

）�
�
�
�
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お問い合わせは各担当部局へ


